
［別紙１］

随 意 契 約 理 由 書

神戸市

件 名 浜中ポンプ場　雨水ポンプサイドレール補修

契 約 業 者 名 神鋼環境メンテナンス株式会社

随意契約の理由 地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号に該当する

随意契約の相手方を選定した理由

１　契約相手方

担当部署
（問合せ先）

建設局中央水環境センター施設課施設係　（電話番号078-641-2400）

今回補修する雨水ポンプは、浜中ポンプ場に設けられたスクリューポンプである。

この雨水ポンプのサイドレールは、スクリュー部分を覆うことで、揚水時の水の溢れを

抑制している。このサイドレールおよびレール支持材において、経年の腐食の進行が確認

された。またスクリュー本体にも錆腐食が見受けられた。今後の継続運転を続けていくこ

とで、サイドレールの破損による雨水ポンプの運転不可状態が考えられるため、これらを

補修し、今後の安定的な運転を図ることとする。

今回補修を行う雨水ポンプは、1980年度に㈱神戸製鋼所（現：㈱神鋼環境ソリューショ

ン）にて設計・施工された。上記業者は、当該機器の製造会社である㈱神鋼環境ソリュー

ションからメンテナンス業務を移管されている。

本補修を行うにあたり、サイドレールとスクリュー本体のクリアランス等、製造会社で

しか知り得ない技術資料および製造・調整・整備のノウハウを有している必要があり、当

該業務を履行できるのは上記業者のみとなる。

以上の理由から、上記業者との随意契約を行うものとする。
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